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重要事項説明書 

 

１ 当事業所の概要 

（1） 事業所の概要 

事 業 所 名 訪問看護リハビリステーションＯＨＡＮＡ 野々市 

所 在 地 石川県野々市市中林２５街区３号地 

緊 急 連 絡 先 ① ０５０－３１５５－２７５５ ② ０５０－３１５５－２７６０ 

管 理 者 名 瀬戸 友佳里 

サービス 種類 訪問看護 

介護保険指定番号 １７６１３９１５４７ 

サービス提供地域 野々市市、金沢市、白山市、河北郡、かほく市 
※サービス提供地域について、提供地域以外の方はご相談ください。   

（2） 営業時間 

平 日 午前０８：３０  ～  午後０５：３０ 

定 休 日 土・日・祝日 (但し、緊急訪問などの対応あり) 

 
（3） 職員体制 

 資 格 常  勤 非常勤 計 

管 理 者 看護師免許 １名 名 1名 

看 護 師 看護師免許 ２名 ０名 ２名 

理学療法士 理学療法士 ０名 ０名 ０名 

作業療法士 作業療法士 １名 ０名 １名 

言語聴覚士  ０名 ０名 ０名 

事務員 社会福祉士（常勤）１名 １名 ０名 １名 

 
２ 当事業所の連絡窓口（相談・苦情・キャンセル連絡など） 

TEL ：０７６－２２９－７４７７ 
担  当  者：   瀬戸 友佳里               
受 付 時 間：午前０８：３０～午後０５：３０     
※ご不明な点はお尋ねください。 

 

３ 事業の目的・運営方針 

（1） 目的 
要介護状態と認定されたご利用者様に対し、訪問看護のサービスを提供し、居宅においてご利用者様がより自立

した日常生活を営むことができるように、支援することを目的にサービスを提供します。 
 

（2） 運営方針 
ご利用者様の心身状態に応じた適切な訪問看護のサービスを、24時間体制で提供します。訪問看護のサービス実

施にあたり、サービス従事者の確保・教育・指導に努め、ご利用者様個々の主体性を尊重して、地域の保健医療・

福祉など関係機関との連携により、総合的な訪問看護のサービス提供に努めます。 
 
 



４ 介護保険利用料金（令和６年６月１日～） 

（1） 基本利用料  １単位10円で計算 

サービス所要時間 介護予防訪問看護（要支援） 

基本料金 

訪問看護（要介護） 

基本料金 

20分未満 ３０３単位 ３０３０円 ３１４単位 ３１４０円 

30分未満 ４５１単位 ４５１０円 ４７１単位 ４７１０円 

30分以上1時間未満 ７９４単位 ７９４０円 ８２３単位 ８２３０円 

1時間以上1時間30分未満 １０９０単位 １０９００円 １１２８単位 １１２８０円 

理学療法士等による訪問 ２８４単位 ２８４０円 ２９４単位 ２９４０円 

① 介護保険の負担割合（１～３割）により自己負担額が異なります。 
② 夜間・早朝・深夜加算について 

夜間（午後６時から午後１０時まで）又は早朝（午前６時から午前８時まで）に訪問看護サービスを開始

した場合は１回につき上表料金に２５％の割増料金が加算されます。 
深夜（午後１０時から午前６時まで）に訪問看護サービスを開始した場合は、１回につき上表料金に５

０％の割増料金が加算されます。 

③ 理学療法士等が行う訪問について、１日に２回を超えて指定予防訪問看護を行った場合、1回につき100
分の50に相当する単位数を算定。1日に２回を超えて指定訪問看護を行った場合、１回につき100分の

90に相当する単位数を算定します。 
 ④ 理学療法士等が行う訪問について利用開始日の属する月から12月超の利用者様に介護予防訪問看護を行っ

た場合は、１回につき５単位を減算します。 
⑤ 介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用については、全額自己負担となります。 

厚生労働省の定めに拠り算定致します。法改正があった場合はそれに準じます。 
要介護で１割負担の方の１回あたりの利用料金算定例（1単位＝１０円） 

○サービスの加算料金（1単位＝１０円） 

加 算 項 目 単位 基本料金 

初回加算 

（Ⅰ）（退院日訪問を行った場

合） 
 ３５０単位 ３５００円 

（Ⅱ）  ３００単位 ３０００円 

特 別 管 理 加 算 
（1月につき） 

（Ⅰ）  ５００単位 ５０００円 

（Ⅱ）  ２５０単位 ２５００円 

緊急時訪問看護加算 
（1月につき） 

（Ⅰ） 
６００単位 ６０００円 

ターミナルケア加算（死 亡 月） ２５００単位 ２５０００円 

複数名訪問加

算（Ⅰ） 

所要時間30分未満の場合  ２５４単位 ２５４０円 

所要時間30分以上の場合  ４０２単位 ４０２０円 

長 時 間 訪 問 看 護 加 算  ３００単位 ３０００円 

退院時共同指導加算  ６００単位 ６０００円 

看護・介護職員連携強化加算  ２５０単位 ２５００円 

遠隔死亡診断補助加算 １５０単位 １５００円 

口腔連携強化加算 ５０単位 ５００円 
※長時間訪問看護加算は、指定訪問看護に関して、特別な管理が必要な利用者に対し、所要時間が1時間以上1時間30分未満の指定訪問看護を行

った後、引き続き指定訪問看護を行った場合であり、当該指定訪問看護の所要時間を通算したときに1時間30分以上になる場合、1回につき300

単位を所定単位数に加算する。 

※自己負担額は上記金額より１～3割負担となる。 

 
 
 
 
 



５ 医療保険利用料金（令和６年４月１日～）  
 
１） 訪問看護指示書による訪問看護 
（１） 訪問看護基本療養費  
訪問看護基本療養費は、訪問看護指示書の交付の日から当該指示書に記載された有効期間内に、その指示書と

訪問看護訪問看護計画書に基づいて、訪問看護ステーションの看護師等が訪問看護を行った場合に算定します。 
厚生労働省の定めにより算定致します。法改正があった場合はそれに準じます。 

 

訪問看護療養費 料金  

（１日） 

基本療養費

（Ⅰ）・（Ⅱ）同一

建物、同一日 ２人まで 

看護師 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士による訪問（週３日まで） ５５５０円 

看護師による訪問（週４日目以降） ６５５０円 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士による訪問（週４日目以

降）  
５５５０円 

基本療養費（Ⅱ） 
同一建物、同一日 

３人以上 

看護師 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士による訪問（週３日まで） ２７８０円 

看護師 による訪問（週４日目以降） ３２８０円 

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 による訪問（週４日目以降） ２７８０円 

基本療養費（Ⅲ） 
外泊中の訪問 

看護師 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士による訪問 
（入院中１回。但し別表７及び別表８に掲げる利用者は入院中２回） 

８５００円 

 

（２）訪問看護管理療養費と加算項目 
  訪問看護管理療養費は、利用者様に係る訪問看護計画書・報告書を保険医療機関等に対して提出し、計画的な

管理を継続して行った場合に算定します。 
 

加 算 項 目 料金（月額） 

管理療養費2（月の初日） ７６７０円  

管理療養費2（月の2日目以降） ２５００円 

早朝・夜間加算（６時～８時・１８時～２２時） ２１００円 

深夜加算（２２時～６時まで） ４２００円 

２４時間対応体制加算（ロ） ６５２０円 

緊急訪問看護加算 
（イ）月１４日目まで ２６５０円 

（ロ）月１５日目以降 ２０００円 

特 別 管 理 加 算（Ⅰ）（1月につき） ５０００円 

特 別 管 理 加 算（Ⅱ）（1月につき） ２５００円 

退院時共同指導加算 ８０００円 

特別管理指導加算 ２０００円 

退院支援指導加算 ６０００円 

〃（退院日に90分以上の訪問をした場合、 
同日に複数回訪問し合計で90分以上訪問した場合） 

８４００円 

長時間訪問看護加算（週１日） 
15歳未満の超重症児または準超重症児の場合：週３日 

５２００円 

在宅患者連携指導加算 ３０００円 

在宅患者緊急時等カンファレンス加算 ２０００円 

訪問看護情報提供療養費１（市町村・指定特定相談

支援事業者等） 
          ２（学校・保育所・幼稚園） 

        ３（保険医療機関等） 

 
１５００円 

ターミナルケア療養費１（在宅） ２５０００円 



ターミナルケア療養費２（看取り介護加算算定者） １００００円 

訪問看護医療DX情報活用加算 ５０円／月 

遠隔死亡診断補助加算 １５００円 

複数名訪問看護 
加算 

看護職員が他の看護師、理学

療法士等と同時に訪問 
週１日を限度 

１人・同一建物内１人 ４５００円 

同一建物内２人 ４５００円 

同一建物内３人以上 ４０００円 

 
難病等複数回訪問加算 

            

１日に２回 

１人・同一建物内１人 ４５００円 

同一建物内２人 ４５００円 

同一建物内３人以上 ４０００円 

１日に３回以上 

１人・同一建物内１人 ８０００円 

同一建物内２人 ８０００円 

同一建物内３人以上 ７２００円 

乳幼児加算（6歳未満） 
超重症児等 １８００円／日 

上記以外の場合 １３００円／日 
※自己負担額 

加入されている医療保険の負担割合により異なります。また、公費助成に係る医療受給者証等をお持ちの方は、窓口での支払い限度額が決めら

れている場合もありますのでご提示下さい。 

 

 
２）精神科訪問看護指示書による訪問看護 
 
（１）精神科訪問看護基本療養費 

精神科訪問看護療養費  

精神科基本療養費

（Ⅰ） 
同一建物居住者に対し 

同一日に2人まで 

看護師 作業療法士による訪問 
週３日目まで 

３０分未満 ４２５０円 

３０分以上 ５５５０円 

看護師 作業療法士による訪問 
週４日目以降 

３０分未満 ５１００円 

３０分以上 ６５５０円 

精神科基本療養費（Ⅲ） 
同一建物居住者に対し 

同一日に３人以上 

看護師 作業療法士による訪問 
週３日目まで 

３０分未満 ２１３０円 

３０分以上 ２７８０円 

看護師 作業療法士による訪問 
週４日以上 

３０分未満 ２５５０円 

３０分以上 ３２８０円 

精神科基本療養費（Ⅳ） 
外泊中の訪問 

看護師 作業療法士による訪問 
（入院中１回。別表７及び別表８に掲げる利用者は入院中２

回） 
８５００円 

 
（２）精神科訪問看護管理療養費と加算項目 

加 算 項 目 料金（月額） 

管理療養費２（月の初日） ７６７０円  

管理療養費２（月の2日目以降） ２５００円 

早朝・夜間加算（６時～８時・１８時～２２時） ２１００円 

深夜加算（２２時～６時まで） ４２００円 

２４時間対応体制加算（ロ） ６５２０円 

精神科緊急訪問看護加算 
（イ）月１４日目まで ２６５０円 

（ロ）月１５日目以降 ２０００円 

退院時共同指導加算 ８０００円 

       特別管理指導加算  ２０００円 

特 別 管 理 加 算（Ⅰ）（1月につき） ５０００円 

特 別 管 理 加 算（Ⅱ）（1月につき） ２５００円 

退院支援指導加算 ６０００円 



〃（退院日に90分以上の訪問をした場合、 
同日に複数回訪問し合計で90分以上訪問した場

合） 

８４００円 

在宅患者連携指導加算 ３０００円 

在宅患者緊急時等カンファレンス加算 ２０００円 

訪問看護情報提供療養費１（市町村） 
          ２（学校・保育所・幼稚園

等） 
     ３（医療機関等） 

 
 １５００円 

精神科重症患者 
支援管理連携加算 

イ（精神科在宅支援管理

料２のイの利用者） 
８４００円 

ロ（精神科在宅支援管理

料２のロの利用者） 
５８００円 

複数名精神科  

訪問看護加算 

 
１日に１回の場合 

１人・同一建物内１人 ４５００円 

同一建物内２人 ４５００円 

同一建物内３人以上 ４０００円 

 
１日に２回の場合 

１人・同一建物内１人 ９０００円 

同一建物内２人 ９０００円 

同一建物内３人以上 ８１００円 

 
１日に３回以上の場合 

１人・同一建物内１人 １４５００円 

同一建物内２人 １４５００円 

同一建物内３人以上 １３０００円 

精神科複数回訪問加算 

１日に２回の場合 

１人・同一建物内１人 ４５００円 

同一建物内２人 ４５００円 

同一建物内３人以上 ４０００円 

１日に３回以上の場合 

１人・同一建物１人 ８０００円 

同一建物２人 ８０００円 

同一建物３人以上 ７２００円 

長時間精神科訪問看護加算 

週1日           

（別に厚生労働大臣が定める者

の場合週３日） 

 
５２００円 

ターミナルケア療養費１（看取り介護加算未算定） ２５０００円 

ターミナルケア療養費２（看取り介護加算算定者） １００００円 

訪問看護医療DX情報活用加算 ５０円／月 

遠隔死亡診断補助加算 １５００円 
 

６ 保険給付対象外サービス（自費サービス） 

 保険給付対象外のサービス利用料金は、全額ご利用者様の負担になります。 

複 写 物 １枚につき フルカラー５０円／枚、モノクロ１０円／

枚 

死後処置料（エンゼルケア）  １５，０００円 

※上記以外の水道やガス、電気など必要なものは無償で使用させていただきます。サービス中に緊急で必要になっ

た物品に関しては使用後事後で請求させていただきます。その他必要物品に関してはその都度ご相談させていただ

きます。 
※保険給付対象外サービスにつきましては、その都度協議、検討し合議の上、別途料金を定めるものとします。 

 
 
 



交通費 
通常の事業の実施地域を越える場合は、下記の交通費をいただきます。 

交 通 費 １kmにつき １００円 

 

７ その他料金について 

（1）キャンセル料金 

①ご利用日の前営業日の１３時までにご連絡いただいた場合      無料 

②ご利用日の前営業日の１３時以降にご連絡いただいた場合      当該基本料金の５０％ 

③ご利用日の当日にご連絡の場合                  当該基本料金の１００％ 

利用者様のご都合でサービスを中止する場合は、上記のキャンセル料金を頂きます。 

受付時間：午前８時～午後５時３０分（前日の１８時に連絡あった場合当日キャンセル扱いとなります。） 
キャンセルをされる場合は、至急事業所までご連絡ください。 

（2）利用料金などのお支払方法 
① 利用料のお支払いは、原則としてサービス提供の翌月２５日（振替日が休日の場合は翌営業日）にご指定

の金融機関より自動引き落としさせていただきます。ご指定の口座は、北國銀行、石川県内の信用金庫、

農協、北陸労働金庫のいずれかでお願い致します。引き落とし手数料は利用者様のご負担となります。 
その他の銀行の場合は、振替日が異なりますのでご確認下さい。 

②①の方法によらない場合は、現金もしくは、下記の口座に振り込みにてお支払い下さい。 
●金融機関名：北國銀行 内灘支店(１２５) 普通 １２９８６ 
●口座名義 ：医療法人社団リロ 

 

８ サービスの利用方法 

（1） サービスの利用開始 
主治医からの訪問看護指示書に基づき訪問看護計画を作成します。訪問看護指示書発行時には医療機関へ指示書

料のお支払いが必要になります。 
訪問看護計画作成と同時に契約を結んだ後、サービス提供を開始いたします。なお、居宅サービス計画の作成を

依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。 
 
 

（2） サービスの終了 
契約書 第７条の通りとします。 

 
（3） サービス提供に関しての留意事項 

・ご利用者様が、病気・怪我などで健康上に問題がある場合や、サービス当日の健康チェックの結果、体調が

悪い場合は、サービスの変更または中止する場合があります。 
・訪問看護のサービスご利用中に体調が悪くなった場合は、サービスを中止する場合があります。その場合

は、ご家族様または緊急連絡先に連絡するとともに、必要な措置を適切に行います。 
・ご利用者様に、他のご利用者様の健康に影響を与える可能性のある疾患（感染症）が明らかになった場合

は、速やかに事業所に申告してください。治癒するまで、サービスのご利用はお断りする場合があります。 
・諸事情（交通事情、他の利用者様の訪問内容）により訪問開始予定時刻が３０分前後変更となる場合があ

ります。その際にお時間の変更についてご連絡出来かねる場合がございますのでご了承願います。 
・訪問看護サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償で使用させて頂きます。 
・訪問看護サービス実施において生じた廃棄物につきまして、各ご家庭での処分をお願い致します。 
 
 
 
 



９ 秘密保持等 

① 利用者及びその家族に関する秘密

の保持について 

① 事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の

保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係

事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライ

ン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 
② 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、

サービス提供をする上で知り得た利用者又はその家族の秘密を

正当な理由なく、第三者に漏らしません。 
③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した

後においても継続します。 
④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密

を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった

後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契

約の内容とします。  

② 個人情報の保護について 

⑤ 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担

当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利

用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限

り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いま

せん。 
⑥ 事業者は、利用者又はその家族に関する個人情報が含まれる記

録物（紙によるものの他、電子的記録を含む。）については、善

良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者へ

の漏洩を防止するものとします。 
⑦ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその

内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または

削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成

に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複

写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)  
 

１０ 虐待防止のための措置 

（１）事業者は、利用者様の尊厳を守るという基本的な考えのもと、虐待は決して行いません。 
 身体拘束も緊急やむをえない場合を除き、原則として行いません。 
 事業者は、利用者様の人格を尊重する視点に立ってサービスに努め、また虐待の防止に必要な措置を講じ 
るとともに、虐待を受けている恐れがある場合は、ただちに防止策を講じ市区町村へ報告します。 

（２）事業者は、虐待防止のための指針を整備するとともに、利用者の権利擁護、サービスの適正化に向け 
 た定期的な職員研修等を実施するものとします。 
（３）事業者は、前項の措置を実施するために虐待防止担当者を配置します。 
（４）事業者は身体拘束を緊急やむを得ず実施する場合は、次の３つの要件を満たした時とし、実施した場

合はすみやかに身体拘束を解除できるように努めるとともに適切に記録します。 
 ①切迫性：利用者ご本人または利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い。 

 ②非代替性：身体拘束その他の行動制限に他に代わる対応方法がない。 

 ③一時性：身体拘束その他の行動制限が一時的なものである。 
 
１１ 事故発生時の対応 

（１） 事業者は利用者様に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該

利用者の家族、当該利用に係る居宅介護支援事業者などに連絡を行うとともに、必要な処置を講じます。 
（２） 事業者は利用者様に対する指定訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損

害賠償を行います。 
 



１２ 訪問看護ステーションからのお願い 

   （１）職員に対する金品等の心付けはお断りしています。 
   （２）ペットをゲージへ入れる、リードにつなぐ等の協力をお願いします。 
     大切なペットを守るため、また、職員が安全にケアを行うためにも、訪問中はリードをつけていただく

か、ゲージや居室以外の部屋へ保護するなどの配慮をお願いします。 
（３）暴言・暴力・ハラスメントは固くお断りします。 

職員へのハラスメント等により、サービスの中断や契約を解除する場合があります。信頼関係を築く

ためにもご協力をお願いします。 
 

１３ 苦情・相談窓口 

（１）当事業所における苦情の受付 
T E L ：０７６－２２９－７４７７ 
担 当 者：管理者 瀬戸 友佳里  
受付時間：午前０８：３０～午後０５：３０（土・日・祝日除く） 
 
（２）行政機関その他の苦情受付機関 
① 野々市市役所 介護長寿課 
住  所：野々市市三納１丁目１   T  E  L：０７６－２２７―６０６６ 
 
② 白山市役所 健康福祉部長寿介護課 
住  所：白山市倉光２丁目１－１１番地   T  E  L：０７６－２７４―９５２９ 
 
③ 金沢市役所 福祉健康局 介護保険課 
住  所：金沢市広坂１丁目１番１号   T  E  L：０７６－２２０－２２６４ 
 
④ 津幡町役場 福祉課 
住  所：石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地  T E L ：０７６－２８８－２４１６ 
 
⑤ 内灘町役場 介護福祉課 
住  所：石川県河北郡内灘町字大学1丁目2―1  T E L ：０７６－２８６－６７０３ 
 
⑥ かほく市役所 健康福祉部 長寿介護課 
住  所：石川県かほく市宇野気ニ81番地  T E L ：０７６－２８３－７１２２ 
 
⑦ 石川県国民健康保険団体連合会 介護サービス苦情相談窓口 
住  所：金沢市幸町１２番地１号 石川県幸町庁舎４階  T E L ：０７６－２３１－１１１０ 
 
 

 

  【事業者】 
住  所：石川県河北郡内灘町ハマナス２丁目７番地 
事業者名：医療法人社団リロ 
代 表者：寺口 奏子                             

 
【事業所】   
住  所：石川県野々市市中林２５街区３号地 
事業所名：訪問看護リハビリステーションＯＨＡＮＡ 野々市 
代 表者：寺口 尚人                     
（指定事業所番号 1761391547 ） 

 



担当者          より、契約書・重要事項説明書の内容について説明を受け、了承しました。 
契約締結の証として、この証書２通を作成し、両者署名の上、各自１通を保管します。 
 
 

             年     月     日 
 

【ご利用者】住 所                                       
 
      電話番号                      

 
氏 名                          
 
 

 
【緊急連絡先①】住 所                                             
 
 

      電話番号                携帯                    
 
 

氏 名                          （続柄     ） 
 
 
 

【緊急連絡先②】住 所                                            
 
 

      電話番号               携帯                     
 
 

氏 名                         （続柄     ） 
 
 
 

【代理人】 住 所                                             
 
 
      電話番号              携帯                      
 
 

氏 名                         （続柄     ） 


